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市道の管理にご協力ください
～ 定期的な剪定・刈込をお願いします ～

道路は、交通・物流など社会基盤を構築するうえで大変重要な施設です。

皆さま

木など 安らぎの庭 は、憩い を与えてくれますが、木の枝や生垣が道路上に張り

出したり覆いかぶさると、通行の妨げとなるだけでなく、道路の見通しを悪くして交

通事故を引き起こす原因となることがあります。

私有地から道路に張り出した枝葉は、土地所有者の方に所有権があるため、市が勝

手に剪定・伐採することが出来きませんので、土地所有者の方に管理していただきす

ようお願いします。交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよ

うに定期的な庭木の維持管理をお願いします。

乗入板は、危険です！
～ 乗入口の改善をお願いします。 ～

歩道の部分が車道から一段高くなっている道路では、車を

乗り入れるための鉄板などを設置されているところが見受ら

れます。これは、通行の妨げになるだけでなく、バイクや自

転車の横転事故等につながる恐れがあり大変危険です。

また、乗入板等が原因で事故が発生した場合、乗入板の設

置者の責任が問われることもありますので、速やかに撤去又

は乗入口の改善工事をお願いします。

※乗入口の改善工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要となりますので、下記に

お問い合わせください。
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～ 市民が奏でる “交響” 空間 優しく 強く 温かい 人 と まち ～

日向市 建設部 道路管理係　Tel:0982-52-2111（内線2721）

と

危ない！
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